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外
形
標
準
課
税
導
入
に
関
す
る
資
料

【
資
料
一
】
法
人
事
業
税
へ
の
外
形
標
準
課
税
導
入
に
向
け
た
近
年
の
政
府
の
動
き

〔
導
入
に
む
け
た
本
格
的
検
討
の
動
き
〕

一
九
九
六
年

政
府
税
制
調
査
会
法
人
課
税
小
委
員
会
が
外
形
標
準
課
税
の
検
討
を
開
始
し
た
が
、
議
論
を
と
り
ま
と
め
た
報
告

書
で
は

「
な
お
検
討
す
べ
き
課
題
が
多
い
」
と
の
表
現
に
と
ど
ま
る
。

、
「

」

「

」

一
九
九
七
年

自
民
党

税
制
改
正
大
綱

が

所
得
に
対
す
る
税
負
担
の
軽
減
や
赤
字
法
人
の
負
担
の
適
正
化
に
資
す
る
観
点

か
ら
「
導
入
の
検
討
を
急
ぐ
」
と
し
、
政
府
税
制
調
査
会
も
「
総
合
的
な
検
討
を
進
め
る

。」

一
九
九
八
年

政
府
税
制
調
査
会
が
外
形
標
準
課
税
導
入
を
検
討
す
る
た
め
地
方
法
人
課
税
小
委
員
会
を
設
置
。

一
九
九
九
年

政
府
税
制
調
査
会
地
方
法
人
課
税
小
委
員
会
が
外
形
標
準
課
税
の
導
入
を
早
期
に
め
ざ
す
べ
き
だ
と
の
「
報
告
」

を
ま
と
め
る
。
自
民
党
「
税
制
改
正
大
綱
」
も
、
外
形
標
準
課
税
の
導
入
は
「
地
方
税
と
し
て
望
ま
し
い
方
向
の
改

革
」
だ
と
し
て
「
早
期
の
導
入
を
目
指
す
」

二
〇
〇
〇
年

自
民
党
税
制
調
査
会
が
外
形
標
準
課
税
の
具
体
案
の
検
討
を
行
っ
た
が
結
論
を
得
ら
れ
ず
、
引
き
続
き
検
討
し
、

早
期
の
導
入
を
図
る
こ
と
に
。
政
府
税
制
調
査
会
の
「
答
申
」
で
は

「
早
急
に
対
処
す
べ
き
課
題

。

、

」

〔
来
年
度
か
ら
の
導
入
を
め
ざ
す
小
泉
内
閣
〕

『
今
後
の
経
済
財
政
運
営
及
び
経
済
社
会
の
構

二
〇
〇
一
年
六
月

発
足
し
た
小
泉
内
閣
の
経
済
財
政
運
営
の
基
本
方
針
で
あ
る

骨
太
の
方
針

）
の
な
か
で
、
外
形
標
準
課
税
の
「
導
入
を
図
る
」
こ
と
を

造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針

（』
『

』

打
ち
出
す
。

十
一
月

総
務
省
が
、
二
〇
〇
三
年
四
月
実
施
を
盛
り
込
ん
だ
外
形
標
準
課
税
導
入
の
具
体
案
を
と
り
ま
と
め
る
。

十
二
月

与
党
税
制
改
正
大
綱
が
、
外
形
標
準
課
税
の
導
入
を
「
望
ま
し
い
方
向
の
改
革
」
だ
と
し
て
、
具
体
化
の
検

討
を
深
め
、
二
〇
〇
三
年
度
を
め
ど
に
導
入
を
図
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
政
府
税
制
調
査
会
が
、
総
務
省
案
を

評
価
し
、
外
形
標
準
課
税
を
「
早
期
に
導
入
す
べ
き
」
と
の
答
申
を
提
出
。

二
〇
〇
二
年
一
月

外
形
標
準
課
税
を
「
景
気
の
状
況
等
も
勘
案
し
つ
つ
、
平
成
十
五
年
度
税
制
改
正
を
目
途
に
そ
の
導
入
を
図

る
」
と
す
る
『
構
造
改
革
と
経
済
財
政
の
中
期
展
望
』
を
閣
議
決
定

六
月

八
日

小
泉
首
相
が
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
、
法
人
税
制
の
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
と
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
を
進

め
る
考
え
を
示
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
政
府
税
制
調
査
会
に
対
し
、
来
年
度
税
制
改
正
で
「
外
形
標
準
課
税
の

導
入
に
よ
る
法
人
課
税
の
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
」
を
行
う
た
め
具
体
化
の
検
討
を
す
す
め
る
よ
う
指
示
。

六
月
十
四
日

政
府
税
制
調
査
会
が
、
外
形
標
準
課
税
を
「
早
急
に
導
入
す
べ
き
」
と
し
た
『
あ
る
べ
き
税
制
の
構
築
に
向

け
た
基
本
方
針
』
を
発
表
。
二
十
五
日
の
閣
議
で
は
、
一
月
の
閣
議
決
定
を
踏
ま
え
て
、
導
入
に
向
け
た
検
討

を
進
め
る
こ
と
を
記
し
た
『
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
二
』
を
閣
議
決
定
。

現
在
、
政
府
税
制
調
査
会
と
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
、
年
末
に
向
け
て
導
入
案
を
具
体
化
す
る
検
討
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

【
資
料
二
】
外
形
標
準
課
税
の
導
入
に
言
及
し
た
小
泉
内
閣
の
主
な
方
針
文
書
（
抜
粋
）

『

』（

）

●

今
後
の
経
済
財
政
運
営
及
び
経
済
社
会
の
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針

昨
年
六
月
二
十
六
日
・
閣
議
決
定

…
…
「
法
人
事
業
税
の
外
形
標
準
課
税
に
つ
い
て
は
、
中
小
法
人
の
取
扱
い
、
雇
用
へ
の
影
響
の
問
題
等
こ
れ
ま
で
の
検
討

経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、
各
方
面
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
課
税
の
仕
組
み
等
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
深
め
、
景
気
の

状
況
等
も
勘
案
し
て
導
入
を
図
る

」。

●
『
平
成
十
四
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申

（
昨
年
十
二
月
十
四
日
・
政
府
税
制
調
査
会
）

」

…
…
「
外
形
標
準
課
税
の
導
入
は
、
景
気
の
状
況
が
厳
し
い
こ
と
も
あ
り
、
国
・
地
方
を
通
じ
る
税
制
の
抜
本
的
改
革
と

一
体
的
に
行
う
こ
と
が
適
当
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
課
税
の
不
公
平
の
是
正
、
税
収
の
安
定
化
を

図
る
と
と
も
に
、
努
力
し
た
企
業
が
報
わ
れ
る
税
制
の
確
立
、
真
の
地
方
分
権
の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
早
期
に

導
入
す
べ
き
で
あ
る

」。

●
『
構
造
改
革
と
経
済
財
政
の
中
期
展
望

（
一
月
二
十
五
日
・
閣
議
決
定
）

』

…
…
「
法
人
事
業
税
の
外
形
標
準
課
税
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
各
方
面
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
検
討
を
深
め
、
具
体
案
を
得

た
う
え
で
、
景
気
の
状
況
等
も
勘
案
し
つ
つ
、
平
成
十
五
年
度
税
制
改
正
を
目
途
に
そ
の
導
入
を
図
る

」。
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●
『
税
制
調
査
会
に
対
す
る
内
閣
総
理
大
臣
発
言

（
六
月
七
日
）

』

…
…
「
来
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
別
紙
の
よ
う
な
事
項
の
具
体
化
を
含
め
、
あ
る
べ
き
税
制
の
実
現
に
向
け
、
引
き

続
き
検
討
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い

」。

…
…
「
別
紙
」
の
「
来
年
度
改
正
の
主
な
事
項
」
と
し
て
「
外
形
標
準
課
税
の
導
入
に
よ
る
法
人
課
税
の
実
効
税
率
の
引
下

げ
」

●
『
あ
る
べ
き
税
制
の
構
築
に
向
け
た
基
本
方
針

（
六
月
十
四
日
・
政
府
税
制
調
査
会
）

』

…
…
「
法
人
事
業
税
へ
の
外
形
標
準
課
税
の
導
入
は
、
税
負
担
の
公
平
性
の
確
保
、
応
益
課
税
と
し
て
の
税
の
性
格
の
明
確

化
、
地
方
分
権
を
支
え
る
基
幹
税
の
安
定
化
、
経
済
の
活
性
化
・
経
済
構
造
改
革
の
促
進
な
ど
の
重
要
な
意
義
を
有

す
る
改
革
で
あ
る
。
外
形
基
準
の
導
入
に
よ
り
、
約
七
割
の
法
人
が
法
人
事
業
税
を
負
担
し
て
い
な
い
と
い
う
「
税

の
空
洞
化
」
の
是
正
を
図
り
、
努
力
し
た
企
業
が
報
わ
れ
る
税
制
を
確
立
す
る
。
外
形
標
準
課
税
は
、
受
益
と
負
担

の
関
係
を
明
確
に
し
て
真
の
地
方
分
権
の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
早
急
に
導
入
す
べ
き
で
あ
る

」。

●
『
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
二

（
六
月
二
十
五
日
・
閣
議
決
定
）

』

…
…
「

広
く
薄
く
簡
素
に
」
の
観
点
か
ら
、
所
得
税
・
住
民
税
・
法
人
に
対
す
る
課
税
の
負
担
構
造
を
検
討
す
る
。
法
人

「
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
効
税
率
の
引
下
げ
と
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
を
検
討
す
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、

法
人
事
業
税
の
外
形
標
準
課
税
に
つ
い
て

「
改
革
と
展
望
」
に
示
し
た
考
え
方
に
沿
っ
て
検
討
す
る

』

、

。

【
資
料
三
】
現
行
の
法
人
事
業
税
の
仕
組
み
と
総
務
省
の
外
形
標
準
課
税
導
入
案
の
内
容

◇現行の法人事業税

所得による課税 基本税率９．６％

◇総務省の導入案（昨年１１月）

現行の税率を半分に 残りを外形標準課税化

所得割 付加価値割(A)税率0.66％

税率4.8％

資本割(B) 税率0.48％

所得割：付加価値割：資本割＝３：２：１

付加価値割〔課税標準：付加価値額〕(A)

付加価値額＝収益配分額(報酬給与額＋純支払利子＋純支払賃借料)

±単年度損益（利益余剰金または欠損）

資本割〔課税標準：資本等の額〕(B)

資本等の額＝資本金額または出資金額＋資本積立金額

資本金１千万円未満の法人は外形部分は年 万円を限度とする• 4.8

実施時期は、大法人は 年度、中小法人は 年度とする• 2003 2005

経過措置として実施当初 年間は外形基準の導入割合は とする• 3 1/4
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【
資
料
四
】
外
形
標
準
課
税
導
入
に
よ
る
増
税
額

＝
日
本
商
工
会
議
所
等
四
団
体
「
法
人
事
業
税
へ
の
外
形
標
準
課
税
（
総
務
省
案
）
が
導
入
さ
れ
た
場
合

の
税
額
試
算
結
果
に
つ
い
て

（
八
月
二
十
八
日
発
表
）
に
よ
る

」

【
資
料
五
】
外
形
標
準
課
税
導
入
に
よ
る
大
企
業
へ
の
減
税
試
算

■外形標準課税導入で９割の企業が増税

増税となる法人の割合 平均増税額

赤字法人 １００％ １６１万円

黒字法人 ７７％ ２１３万円

■黒字法人の一部だけが減税

減税となる法人の割合 平均減税額

赤字法人 ０％ ０円

黒字法人 ２３％ ３３８万円

(資本金規模別・単位円)■導入の場合の１社当たり増税額 :

赤字法人 黒字法人

1000 45,722 29,444万円未満

1000 2000 523,401 572,151万円～ 万円未満

2000 3000 1,036,052 841,333万円～ 万円未満

3000 4000 1,358,138 1,520,422万円～ 万円未満

4000 5000 2,256,750 1,590,194万円～ 万円未満

5000 6000 2,169,584 2,228,854万円～ 万円未満

6000 7000 3,000,138 2,425,315万円～ 万円未満

7000 8000 2,729,177 3,044,410万円～ 万円未満

8000 9000 3,806,142 3,286,942万円～ 万円未満

9000 1 4,466,416 4,684,977万円～ 億円未満

1 3 7,835,657 6,422,870億円～ 億円未満

3 10 15,818,233 9,306,733億円～ 億円未満

10 52,386,034 40,648,102億円以上

※黒字増税法人の税負担倍率は、小規模企業で 倍、中小企2.21

業で 倍、大企業で 倍と規模が小さいほど重くなる。1.76 1.48

トヨタ自動車 900 580 △ 320
武田薬品工業 280 170 △ 110
アコム 170 100 △ 70
ＮＴＴドコモ 400 340 △ 60
セブンイレブンジャパン 140 90 △ 50
武富士 130 80 △ 50
任天堂 130 80 △ 50
プロミス 130 80 △ 50
キャノン 180 140 △ 40
ファーストリテイリング 100 60 △ 40
１０社合計 2 560 1 720 △ 840

（注）総務省案（２００１年１１月）に基づき、直近の企業会計年度の資料から作成。

外形標準課税の導入で一部の大企業は大減税
（単位：億円）

現行の法人事業
税（推計額）企業名 法人事業税減税額

外形標準課税導入
後（推計額）


